
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳

〜
74
歳
の
か
た
で
、
市
が
交
付
し
て
い
る

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
す

で
に
お
持
ち
の
か
た
に
、
４
月
１
日
(日)
か

ら
お
使
い
い
た
だ
く
新
し
い
受
給
者
証
を

３
月
26
日
(月)
に
発
送
し
ま
す
。

今
回
お
送
り
す
る
受
給
者
証
は
、
７
月

31
日
(火)
ま
で(

７
月
31
日
以
前
に
75
歳
に

な
る
か
た
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で)

使
え

ま
す
。
８
月
以
降
に
使
う
受
給
者
証
は
、

平
成
23
年
中
の
所
得
に
よ
り
改
め
て
自
己

負
担
割
合
を
判
定
し
、
７
月
下
旬
に
お
送

り
し
ま
す
。

な
お
、
70
歳
〜
74
歳
の
か
た(

一
定
以

上
の
所
得
が
あ
る
か
た
を
除
く)

の
医
療

費
の
自
己
負
担
割
合
を
１
割
か
ら
２
割
に

す
る
引
き
上
げ
措
置
の
凍
結
は
来
年
３
月

ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。
こ
の
た
め
、
自
己

負
担
割
合
は
１
割
の
ま
ま
で
す
。

「
世
帯
主
が
65
歳
に
な
り
、
国
保
の
加

入
者
全
員
が
65
歳
以
上
に
な
っ
た
」
な
ど
、

一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
世
帯
は
、
４
月

の
年
金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴

収(

年
金
か
ら
引
き
落
と
し)

が
始
ま
り
ま

す
。
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
か
た
に
、

「
平
成
24
年
度
国
民
健
康
保
険
税
仮
徴
収

額
決
定
通
知
書

兼

特
別
徴
収
開
始
通
知

書
」
を
２
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
し
た
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
特
別
徴
収
の
対
象
に
な

っ
て
い
る
か
た(

平
成
24
年
度
中
に
75
歳

に
な
る
か
た
を
除
く)

は
、
原
則
と
し
て
、

今
年
２
月
に
引
き
落
と
さ
れ
た
国
保
税
と

同
じ
額
が
４
月
・
６
月
・
８
月
に
引
き
落

と
し
に
な
り
ま
す
。

＊
特
別
徴
収
の
対
象
の
か
た
で
、
国
保
税

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
か
た
は
、

年
金
支
払
日
の
７
日
前
ま
で
に
減
免
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
国
保
年
金
課
賦
課
担
当
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限
の
例
…
平
成
24
年
４
月
の
年

金
の
場
合
は
４
月
13
日
(金)
が
支
払
日
で

す
の
で
、
７
日
前
の
４
月
６
日
(金)
ま
で

に
減
免
申
請
が
必
要
で
す
。

次
の
①
〜
④
を
す
べ
て
満
た
す
か
た
の

国
保
税
を
軽
減
し
ま
す
。

①
以
前
か
ら
秋
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
、
ま
た
は
離
職
に
よ
り
新

た
に
加
入
す
る

②
離
職
日
の
翌
日
時
点
で
65
歳
未
満

③
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た

④
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
、
そ
の
離
職
理
由
が
、
雇
用
保
険
法

で
定
め
る
「
特
定
受
給
資
格
者(

解
雇
、

倒
産
な
ど)

」
か
「
特
定
理
由
離
職
者(

病

気
、
出
産
、
育
児
な
ど)

」
に
該
当
す
る

＊
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
に
つ
い
て
詳

し
く
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
秋
田
へ
お
問

い
合
わ
せ
を
。
☎(

８
６
４)

４
１
１
１

軽
減
内
容

平
成
22
年
度
以
降
で
離
職
日

み
ほ
ん

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
給
付
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
９
８

国
民
健
康
保
険

高齢受給者証

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
賦
課
担
当

☎(

８
６
６)
２
０
９
９

●
高
齢
受
給
者
証
を
送
付

●
解
雇
・
倒
産
に
よ
る
離
職
者
や

被
災
者
の
国
保
税
を
軽
減

●
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
受
療
券
を
交
付

●
国
保
税
の
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

４
月
１
日
か
ら
使
う

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

お
送
り
し
ま
す

国
保
税
の
年
金
か
ら
の

引
き
落
と
し(

特
別
徴
収)

●
解
雇
や
倒
産
な
ど
に
よ
り

離
職
し
た
か
た

国保税の軽減は賦課担当へどうぞ

解
雇
・
倒
産
に
よ
る
離
職

者
や
被
災
者
の
国
保
税
を

軽
減
し
ま
す
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の
翌
日
が
属
す
る
年
度
と
そ
の
翌
年
度
に

お
い
て
、「
前
年
中
の
給
与
所
得
」
を
本
来

の
金
額
の
30
㌫
と
し
て
国
保
税
額
を
計
算

し
ま
す
。

申
請
手
続
き

世
帯
主(

家
族
の
代
理
可)

の
か
た
が
、
軽
減
対
象
者
の
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証(

同
時
に
秋
田
市
国
民
健
康

保
険
に
加
入
す
る
か
た
は
、
加
入
し
て
い

た
健
康
保
険
の
資
格
喪
失
証
明
書
も)

を

持
っ
て
、
国
保
年
金
課
３
番
窓
口(

市
役

所
議
場
棟
１
階)

、
北
部
・
西
部
・
河

辺
・
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
ア

ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
岩
見

三
内
・
大
正
寺
連
絡
所
へ

＊
す
で
に
申
請
し
た
か
た
は
改
め
て
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
か
た
が

秋
田
市
に
転
入
し
、
秋
田
市
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
国
保

税
が
減
免
に
な
り
ま
す
。
申
請
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
度
中
に
減
免
申
請
し
た
か

た
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
減
額
し
た
額
を
記

載
し
た
「
平
成
24
年
度
納
税
通
知
書
」
を

６
月
末
頃
に
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。
改

め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

秋
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
次
の
対
象
の
か
た
が
４
月
か
ら
使
え
る

「
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
受
療

券(

１
回
に
つ
き
800
円
を
助
成
す
る
券)

」

を
交
付
し
ま
す
。

対
象

申
請
時
に
55
歳
〜
74
歳
で
、
申
請

前
の
国
保
税
を
完
納
し
て
い
る
か
た

交
付
枚
数

20
枚
綴
り
を
１
人
２
冊
ま
で

(

１
回
の
申
請
に
つ
き
１
冊
を
交
付)

申
請
手
続
き

受
療
券
の
申
請
は
３
月
22

日
(木)
か
ら
受
け
付
け
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
を
持
っ
て
、
国
保
年
金
課

４
番
窓
口(

市
役
所
議
場
棟
１
階)

、
北

部
・
西
部
・
河
辺
・
雄
和
市
民
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
、
ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
、
岩
見
三
内
・
大
正
寺
連
絡
所
へ

＊届け出に必要なものは右表のとおりで
す。なお、印鑑が必要な場合もありま
すのでできるだけお持ちください。
●印…必ずお持ちください。
●印…あるかたはお持ちください。
※同じ世帯に国民健康保険の高齢受給
者証をお持ちのかたがいる場合は一
緒にお持ちください。

＊届け出が遅れると、さかのぼって課税
される場合や、国保で負担した保険給
付費を返していただく場合があります。

国保年金課(市役所議場棟１階)、市民課
(市役所本庁１階)、北部・西部・河辺・
雄和市民サービスセンター、アルヴェ
駅東サービスセンター、岩見三内・大正
寺連絡所

こんなときは
14日以内に
届け出を

●国民健康保険の被保険者証(全員分)他の市区町村から
転入した

他の健康保険を
やめた加

入

脱
退

そ
の
他

生活保護を
受けなくなった

子どもが生まれた

他の市区町村へ
転出する

他の健康保険に
入った

生活保護を受ける
ことになった

被保険者が
死亡した

退職者医療制度に
該当する

住所、世帯主、
氏名が変わった

国保の被保険者証
を紛失・破損した

修学のため、他の
市区町村へ居住する

倒産や解雇により
離職した

●加入していた健康保険の資格喪失証明書
●国民健康保険の被保険者証(全員分)
●各種医療費受給者証 ●厚生(共済)年金証書

●生活保護受給証明書 ●各種医療費受給者証
●国民健康保険の被保険者証(全員分) 

●国民健康保険の被保険者証(届出者分) 
●世帯主の口座番号がわかるもの

●国民健康保険の被保険者証(全員分)
●職場の新しい被保険者証(カード型の場合は全員分) 
●各種医療費受給者証

●国民健康保険の被保険者証(全員分) ●生活保護受
　給証明書  ●各種医療費受給者証

●国民健康保険の被保険者証(全員分)

●国民健康保険の被保険者証(全員分) 
●葬祭を行ったかたの口座番号がわかるもの

●国民健康保険の被保険者証(全員分) 
●厚生(共済)年金証書

●国民健康保険の被保険者証(全員分)

●身分証明書 
●破損した被保険者証　

●国民健康保険の被保険者証(居住するかた) 
●在学証明書(申請年度に発行されたもの)

●雇用保険受給資格者証 
●扶養家族がいるかたはこれまで加入していた
　健康保険の資格喪失証明書 
●各種医療費受給者証

届出場所

国保の手続き

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
給
付
担
当

☎(

８
６
６)

２
０
９
８

問
い
合
わ
せ

国
保
年
金
課
賦
課
担
当

☎(

８
６
６)
２
０
９
９

●
震
災
で
被
災
さ
れ
た
か
た

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
の

受
療
券
を
交
付
し
ま
す
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